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国 土 入 企 第 ３ ７ 号

平成２５年３月２９日

各都道府県知事 殿

（市町村担当課、契約担当課扱い）

各都道府県知事、各政令指定都市市長 殿

（契約担当課扱い）

国土交通省土地・建設産業局長

技能労働者への適切な賃金水準の確保について

本日、平成２５年度の公共工事設計労務単価が決定・公表され、前年度と比べ、全

国平均で約１５％、被災三県の平均では約２１％の上昇となったところです。

近年の技能労働者に係る就労環境の変化は大きく、建設投資の大幅な減少に伴って、

いわゆるダンピング受注が激化し、そのしわ寄せが労働者の賃金低下をもたらして、

若年入職者が大きく減少するとともに、高齢化が著しく進展しており、このままでは

熟練工から若手への技能承継がされないままに技能労働者が減少し、将来の建設産業

の存続が危惧されるに至っています。技能労働者の育成には一定の期間を要するもの

であり、ここで適切な対策を講じなければ、行政の責任である将来の災害対応やイン

フラの維持・更新にも支障を及ぼすおそれがあります。

若年者が建設業への入職を避ける一番の理由は、全産業の平均を約２６％も下回る

給与の水準の低さであり、また、最低限の福利厚生であり法令により加入義務のある

社会保険等に未加入の企業が多いことも大きな原因の一つです。

一方、現内閣は、その基本方針（平成２４年１２月２６日閣議決定）において、「雇

用や所得の拡大を目指す」ことを掲げるともに、内閣総理大臣自身が経済界との意見

交換会において、働く人の所得の増大を目指し、政府・経済界・労働界が大局的観点

から一致協力して取り組むことによりデフレ経済からの脱却を図るとの方針を示して

います。

こうした諸事情を踏まえれば、技能労働者に係る適切な賃金水準の確保は喫緊の課

題であり、下記の措置を講じることにより、適切な価格での契約及び技能労働者等へ

の適切な水準の賃金の支払い等を促進していただけるようお願いいたします。
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各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村に対しても、本要請の周知徹底

をよろしくお取り計らいください。

記

１．平成２５年度公共工事設計労務単価の早期適用

建設投資の大幅な減少に伴うダンピング受注と下請へのしわ寄せ等により、技能労

働者の就労条件は大きく悪化しており、これを背景に、近年、技能労働者の減少が続

いています。平成２５年度公共工事設計労務単価は、こうした技能労働者の減少等に

伴う労働需給のひっ迫傾向を適切に反映させるとともに、社会保険等への加入の徹底

の観点から、必要な法定福利費相当額を適切に反映させて設定したものです。

公共工事の予定価格は、できる限り市場の実勢を適切に反映して作成されなければ

ならず、その積算に当たっては、別に参考送付された同単価を速やかに適用されるよ

う、よろしくお願いします。

２．ダンピング受注の排除

近年のダンピング受注により下請企業へのしわ寄せが、技能労働者の賃金水準の低

下や社会保険等への未加入といった処遇悪化を招き、これが若年労働者の確保に大き

な支障となっている事態を改善するためには、発注者から元請企業、下請企業を通じ

て技能労働者に至るまで持続可能性を確保できる資金が適切に支払われることが重要

です。

ダンピング受注の排除を含め、契約価格の適正化については、「公共工事の迅速か

つ円滑な施工確保について」（平成２５年３月８日付け総行行第４３号、国土入企第

３４号）２において、総務省自治行政局長及び国土交通省土地・建設産業局長より要

請したところでありますが、この度の公共工事設計労務単価の設定が、技能労働者に

対する適切な賃金支払いにつながることが重要であることを踏まえ、あらためて、工

事の品質確保に必要な費用を適切に見込んだ価格による契約締結を徹底し、低入札価

格調査制度及び最低制限価格制度の適切な活用を徹底することによりダンピング受注

の排除に努めていただくようお願いします。また、建設業法第１９条の３に規定され

ているとおり、公共発注者であっても、自己の取引上の地位を不当に利用して、工事

の施工に通常必要と認められる原価に満たない金額での契約を締結してはならないこ

とについて、改めてご理解をお願いします。

３．法定福利費の適切な支払と社会保険等への加入徹底に関する指導

社会保険等への加入は、労働者を雇用する事業者及び労働者にとって法令上の義務
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であり、また、建設労働者に最低限の福利厚生を確保して、若年入職者の確保を図る

ことが技能承継を通じた建設産業の持続的発展に不可欠です。

今回改定された平成２５年度の公共工事設計労務単価においては、労働者の加入に

必要な社会保険料（本人負担分の法定福利費）が勘案されているほか、既に平成２４

年４月に現場管理費率式の見直しにより、事業主が負担すべき法定福利費についても、

適切に予定価格に反映されるよう既に要請を行ったところです。

つきましては、受注者と専門工事業者との間で、社会保険料（事業主負担分及び労

働者負担分）相当額を適切に含んだ額による下請契約が締結されよう、受注者に、社

会保険料相当額の適切な支払を指導するとともに、その支払状況を確認するなどの特

段のご配慮をお願いします。

４．労務費の急激な変動への対応

国土交通省においては、当分の間、各地域の技能労働者の賃金の推移を注視すると

ともに、賃金水準の上昇の兆しがみられる地域については、賃金の急激な変動により

公共工事設計労務単価が賃金実態を反映しておらずに年度途中の見直しが必要なもの

となっていないかを検討するために、より詳細な調査を実施することとしていますの

で、その見直しが行われた場合には、予定価格の積算に適切に反映させるようお願い

します。


